
 

 

１ 奈良市バリアフリー特定事業計画とは 
 
■特定事業計画策定の背景 

我が国は、総人口の減少と急速な高齢化の進行により、65 歳以上の高齢者が 25％近くにも

のぼる超高齢社会となりました。こうした中、高齢者や障がい者も含めたあらゆる人が社会

活動を営むことができる社会を実現するための環境整備が求められています。 
このような背景の中、平成 18 年（2006 年）に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律」（バリアフリー新法）が制定・施行されました。この法律は、公共交通機関、

建築物、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、駅を中心とした地区や、高齢者、障

がい者などが利用する施設が集まった地区において、重点的かつ一体的なバリアフリー化を

推進することを目的としています。 
奈良市では、このバリアフリー新法に基づき、平成 26 年 3 月にＪＲ奈良駅・近鉄奈良駅周

辺地区を重点整備地区として設定し、奈良市バリアフリー基本構想を策定しました。 
本構想で定められた基本理念、基本方針等を実現していくため、各事業者は本構想で定め

た「実施すべき特定事業等」に基づき、事業計画を作成し、バリアフリー事業を実施していく

こととなります。この事業計画が「特定事業計画」です。 
 

■特定事業計画策定の基本的な流れ 

基本構想と同様、特定事業計画の作成に際しても、関係事業者及び利用者間の協議・調整や

合意形成を円滑に行う必要があります。このため、バリアフリー基本構想推進協議会を活用

し、以下のような流れで各事業者と調整しながら特定事業計画を策定しました。 

■特定事業計画に定めるべき事項 
特定事業計画に定めるべき事項については、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（バリアフリー新法）」において下記の通り規定されています。 
 公共交通 

特定事業計画 
道路特定事業計画 

路外駐車場 
特定事業計画 

根拠条文 第 28 条 第 31 条 第３３条 

作成方法 単独または共同 単独または共同 単独または共同 

定める 
事 項 

・実施する特定旅客施

設又は特定車両 

・事業内容 

・実施予定期間、必要

な資金の額及びその

調達方法 

・配慮すべき重要事項 

・実施する道路の区間 

・事業内容 

・実施予定期間 

・配慮すべき重要事項 

・実施する路外駐車場 

・事業内容 

・実施予定期間 

・配慮すべき重要事項 

意見聴取 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

・公安委員会 

（他の道路管理者） 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

公 表 △ ○ △ 

送 付 
・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

・公安委員会 等 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

・公安委員会 等 

・関係市町村 

（奈良市） 

・道路管理者 

 
 都市公園 

特定事業計画 
建築物特定事業計画 

交通安全 
特定事業計画 

根拠条文 第 34 条 第 35 条 第 36 条 

作成方法 単独または共同 単独または共同 単独または共同 

定める 
事 項 

・実施する都市公園 

・事業内容 

・実施予定期間 

・配慮すべき重要事項 

・実施する建築物 

・事業内容 

・実施予定期間、必要

な資金の額及びその

調達方法 

・配慮すべき重要事項 

・実施する道路の区間 

・事業内容 

・実施予定期間 

・配慮すべき重要事項 

意見聴取 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

・当該地の工作物管理

者 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 

 

・関係市町村 

（奈良市） 

・道路管理者 

公 表 ○ △ ○ 

送 付 
・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 等 

・関係市町村 

（奈良市） 

・施設設置管理者 等 

・関係市町村 

（奈良市） 

・道路管理者 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路管理者 

公安委員会 

公共交通事業者 

建築主（施設管理者） 

第１回バリアフリー基本構想推進協議会の開催（特定事業計画作成の要請） 

調整 

事務局 

・特定事業計画案のとり
まとめ 

・事前送付 
・協議会委員へ中間報
告 

特定事業計画案作成準備 ・補足調査 
 

特定事業計画素案 

第２回バリアフリー基本構想推進協議会の開催（特定事業計画案の報告） 

特定事業計画案の作成 

・関係機関との調整 
 

・事業者へ特定事業計
画案の作成依頼 

調整 

返送 

公表および送付 送付 

特定事業計画の策定 

■事業者調整会議 
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